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海上自衛隊訓令第１９号

防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令（昭和２７年政令第３６８号）第１１条の３第４項及び

第５項並びに第１２条第７項の規定に基づき、特別警備隊員の範囲等に関する訓令を次のように定め

る。

平成１３年３月２７日

防衛庁長官 斉藤 斗志二

改正 平成１６年 ３月２９日海上自衛隊訓令第２１号

同 １６年１０月２８日防 衛 庁 訓 令第７７号

同 １８年 ３月３１日同 第６３号

同 １８年 ７月２８日同 第８３号

同 １９年 １月 ５日同 第 １号

同 ２０年 ３月３１日防 衛 省 訓 令第２７号

同 ２２年 ４月 １日防 衛 省 訓 令第１５号

同 ２２年１１月３０日防 衛 省 訓 令第４３号

同 ２３年 ４月 １日防 衛 省 訓 令第１６号

同 ２６年 ５月３０日防 衛 省 訓 令第３５号

特別警備隊員の範囲等に関する訓令

（特別警備隊員の範囲）

第１条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令（以下「令」という。）第１１条の３第４項第１

号に掲げる特別警備隊員として防衛大臣が定める海上自衛官は、同号に規定する訓練課程として防

衛大臣が指定する課程を修了し、かつ、海上自衛隊の特別警備隊に所属する海上自衛官のうち防衛

大臣が指定する者とする。

２ 令第１１条の３第４項第２号に掲げる特別警備隊員として防衛大臣が定める海上自衛官は、前項

の防衛大臣が指定する課程において同号に規定する技能を修得中の海上自衛官とする。

（平１６庁訓２１・平１９庁訓１・一部改正）

（防衛大臣が定める割合）

第２条 令第１２条第４項の防衛大臣が定める割合は、次の各号に掲げる階級の区分に応じて当該各

号に定める割合とする。

(1) 海将補（二） １００分の８４．５

(2) １等海佐（一） １００分の８４．９

(3) １等海佐（二） １００分の８５．９

(4) １等海佐（三） １００分の８６．４

(5) ２等海佐 １００分の９１．６

(6) ３等海佐 １００分の９４．２

（平１８庁訓６３・追加・平１９庁訓１・一部改正）

（特別警備隊員の範囲に係る俸給月額及び特定の場合の特別警備隊員手当の計算の基準額）

第３条 令第１１条の３第６項第１号の防衛大臣の定める額は、防衛省の職員の給与等に関する法律

（昭和２７年法律第２６６号。以下「法」という。）別表第２の陸将、海将及び空将の欄に掲げる

４号俸による俸給月額とする。

２ 令第１２条第８項の防衛大臣の定める額は、法別表第２の陸将、海将及び空将の欄に掲げる２号

俸（法第６条第２項の規定の適用を受ける自衛官にあっては、４号俸）による俸給月額とする。

（平１６庁訓２１・平１６庁訓７７・一部改正、平１８庁訓６３・旧第２条繰下・平１８庁訓８３・平１９庁訓１・平２０省訓

２７・平２６省訓３５・一部改正）
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附 則

この訓令は、平成１３年３月２７日から施行する。

附 則（平成１６年３月２９日庁訓第２１号）

この訓令は、平成１６年３月２９日から施行する。

附 則（平成１６年１０月２８日庁訓第７７号）

この訓令は、平成１６年１０月２８日から施行する。

附 則（平成１８年３月３１日庁訓第６３号）（抄）

（施行期日）

第１条 この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年７月２８日庁訓第８３号）（抄）

１ この訓令は、平成１８年７月３１日から施行する。

附 則（平成１９年１月５日庁訓第１号）（抄）

（施行期日）

１ この訓令は、平成１９年１月９日から施行する。

附 則（平成２０年３月３１日省訓第２７号）（抄）

（施行期日）

１ この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。

２～６ 略

附 則（平成２２年４月１日省訓第１５号）

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年１１月３０日省訓第４３号）

この訓令は、平成２２年１２月１日から施行する。

附 則（平成２３年４月１日省訓第１６号）（抄）

（施行期日）

１ この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年５月３０日省訓第３５号）（抄）

（施行期日）

１ この訓令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日（平成２６年５月３０日）から施

行する。

２・３ （略）


